
発注者責任を果たすための具体的施策のあり方
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１ パブリックコメントの実施状況
1）調査対象
平成 13 年３月に発注者責任研究懇談会においてとりまとめた「発注者責任を果たすための具体的施策

のあり方（第二次とりまとめ）」に関して、地方公共団体及び一般市民を対象にパブリックコメント調査
を実施した。

2）調査手段
パブリックコメント調査は、全国の地方公共団体へのアンケート及び国土交通省ホームページでの意見

募集の２種類の方法で行った。

地方公共団体への
パブリックコメント調査

一般市民への
パブリックコメント調査

調査手段
全国の地方公共団体へ
調査用紙送付

国土交通省ホームページにて
意見募集

調査期間 ６月～７月

3）調査項目
パブリックコメント調査の調査項目は以下に示す通りであり、第二次とりまとめに対する意見収集を行

った。

(1) 発注者と受注者の役割について
① 補完方策の優先順位

② 発注者支援を受けることの課題

③ 品質保証制度を採用することの課題

④ 受注者の業務を増やすことの課題

⑤ 発注者の体制評価のチェックシート

⑥ チェックシート作成における今後の進め方

(2) 発注者支援制度等について
① 発注者と支援者の責任分担

② 支援の必要性が高い発注者業務

③ 支援者の能力要件の確認方法

④ 制度確立に向けた環境整備

⑤ 発注者支援制度の促進方策

⑥ 品質保証制度の導入

⑦ 品質保証制度を導入したら良いと思われる工事

(3) 的確な企業の選定方法について
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4）回答者の属性
パブリックコメントの回答者の属性及び地方公共団体からの回答状況は、以下に示す通りである。

【地方公共団体へのパブリックコメント調査（回答数 1,549（1,511団体））】

【インターネットによるパブリックコメント調査（回答数 183）】

専門分野

道路
20.8%

専門分野不明
42.1%

農業土木
25.1%
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1.6%
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1.1%
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その他
13.7%

職業不明
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（市区町村）

6.0%

地方公務員
（都道府県）

14.8%

会社員
（コンサルタント）

44.3%

会社員
（施工会社）

14.8%

年齢

４０歳代
36.1%

５０歳代
32.2%

６０歳代
14.2%

年齢不明
7.1%

２０歳代
1.1%

３０歳代
9.3%
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府
県

・
政
令
市

市

・
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別
区
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村
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(56.7%)

 1,063
(41.6%)
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アンケート回収状況

（１自治体からの複数回答あり）
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２ パブリックコメント調査の結果

1）発注者と受注者の役割について

Ｑ1-1-1　補完方策の優先順位について
　発注者は自らの組織体制で発注者側の業務を行うことが困難となる場合の補完方策として３つの選択
肢が考えられます。この３つの選択肢のうち、どの補完方策から実施すべきと思われますか。優先順位を
１～３でつけて番号の左側をチェックしてください。

① 発注者支援を受け発注者の業務を代行させる………………………□1、□2、□3
② 品質保証制度を採用して発注者の業務を軽減する…………………□1、□2、□3
③ 受注者側に任せる業務を増やし発注者側の業務を減らす…………□1、□2、□3

１－１－１ 補完方策の優先順位

都道府県・政令市 ８４件
市・区 ３８５件

町・村 １，０１７件
インターネット １５４件

（優先順位の整合がとれて

いないものは除く）

図 1-1-1　選択肢割合

【まとめ】

•  発注者である各自治体は、発注者業務の補完方策として発注者である各自治体は、発注者業務の補完方策として発注者である各自治体は、発注者業務の補完方策として発注者である各自治体は、発注者業務の補完方策として「発注者支援を受ける」「発注者支援を受ける」「発注者支援を受ける」「発注者支援を受ける」を優先順位を優先順位を優先順位を優先順位を１位に挙を１位に挙を１位に挙を１位に挙
げる意見が大半げる意見が大半げる意見が大半げる意見が大半を占めている。

•  受注者としての立場（施工会社、コンサルタント）の人が回答者の 60%を占めるインターネットにおけ
る回答状況も、各自治体と同様の回答状況となっている。

【 発注者支援を受ける 】

54.8%54.8%54.8%54.8%

17.9%17.9%17.9%17.9%

58.4%58.4%58.4%58.4%

23.6%23.6%23.6%23.6%

61.8%61.8%61.8%61.8%

16.9%16.9%16.9%16.9%

71.6%71.6%71.6%71.6%

17.4%17.4%17.4%17.4%

11.0%11.0%11.0%11.0%

27.4%27.4%27.4%27.4%
17.9%17.9%17.9%17.9%

21.3%21.3%21.3%21.3%

都道府県・政令市都道府県・政令市都道府県・政令市都道府県・政令市

市・特別区市・特別区市・特別区市・特別区

町・村町・村町・村町・村

インターネットインターネットインターネットインターネット

【 品質保証制度を採用する 】

28.6%28.6%28.6%28.6%28.6%28.6%28.6%28.6%

26.2%26.2%26.2%26.2%
19.2%19.2%19.2%19.2%

23.7%23.7%23.7%23.7%22.5%22.5%22.5%22.5%

13.5%13.5%13.5%13.5%

52.3%52.3%52.3%52.3%

34.2%34.2%34.2%34.2%

42.9%42.9%42.9%42.9%

54.5%54.5%54.5%54.5%

53.8%53.8%53.8%53.8%

都道府県・政令市都道府県・政令市都道府県・政令市都道府県・政令市

市・特別区市・特別区市・特別区市・特別区

町・村町・村町・村町・村

インターネットインターネットインターネットインターネット

【 受注者側に任せる業務を増やす 】

16.7%16.7%16.7%16.7%

53.6%53.6%53.6%53.6%

15.3%15.3%15.3%15.3%

57.1%57.1%57.1%57.1%

14.6%14.6%14.6%14.6%

60.6%60.6%60.6%60.6%

14.8%14.8%14.8%14.8%

30.3%30.3%30.3%30.3%

54.8%54.8%54.8%54.8%
29.8%29.8%29.8%29.8%

27.5%27.5%27.5%27.5%

24.9%24.9%24.9%24.9%
都道府県・政令市都道府県・政令市都道府県・政令市都道府県・政令市

市・特別区市・特別区市・特別区市・特別区

町・村町・村町・村町・村

インターネットインターネットインターネットインターネット

優先順位１ 優先順位２ 優先順位３



- 4 -

Q1-1-2　発注者支援を受けることの課題について
　発注者支援を受け発注者の業務を代行させる方式を実施する場合、以下に示すような課題が考えられま
すが、これらの課題の他に考えられるものがあれば記入して下さい。

① 支援者の責任には限界があり、社会的損失への対応が困難。
② 支援者の業務内容とこれに伴う責任を予め文書等で出来る限り明確にしておく必要がある。
③ 発注者の業務を公正・中立に代行する者が必要である。
④ 発注者には業務に適した支援者を調達しそれを適切に実施させるマネジメント能力が求められる。

（①～④以外以外に考えられる課題）

図 1-1-2　自由意見割合

【課題意見】

•  支援者の選定について、どのように公平性、透明性の確保を図るか課題である（支援者の固定化観念）。
（都道府県・政令市）

•  支援を受けるに当たっては、支援者の能力が適正であるかを判断する必要があり、資格制度若しくは認証
制度といったものが求められる。（都道府県・政令市）

•  技術者が少ないので発注者支援を受けたいが、そのための経費を補助対象にして欲しい。（町・村）
•  コスト縮減・公共事業の減少の中、新たに発注者支援の委託費の増となると、末端における地方公共団体
では、相当の負担増につながる。（町・村）

•  支援業務を行う者に対し、認定資格制度が必要である。（インターネット）
•  それぞれの事業の特性をよく理解し、その技術力を持ってマネジメント能力を発揮できる者の支援が必要
である。（インターネット）

•  農業集落排水事業では従来から土地改良事業団体連合会に業務を代行させているので、これに支障がない
ように方策を検討してほしい。（町・村）

•  発注者支援を受けることは必要だが、事業特性（例えば農業農村整備事業の特性）に応じた支援が必要。
（インターネット）

【まとめ】

•  第二次とりまとめで議論した課題以外の発注者支援を受けることの課題については、都道府県第二次とりまとめで議論した課題以外の発注者支援を受けることの課題については、都道府県第二次とりまとめで議論した課題以外の発注者支援を受けることの課題については、都道府県第二次とりまとめで議論した課題以外の発注者支援を受けることの課題については、都道府県・政令市、・政令市、・政令市、・政令市、
市市市市・特別区及び町・特別区及び町・特別区及び町・特別区及び町・村とで差異がみられる。・村とで差異がみられる。・村とで差異がみられる。・村とで差異がみられる。

•  都道府県都道府県都道府県都道府県・政令市では入札方式・政令市では入札方式・政令市では入札方式・政令市では入札方式・選定基準を課題とする意見が多く、町・選定基準を課題とする意見が多く、町・選定基準を課題とする意見が多く、町・選定基準を課題とする意見が多く、町・村では予算措置を課題とする・村では予算措置を課題とする・村では予算措置を課題とする・村では予算措置を課題とする
意見が多くみられる。意見が多くみられる。意見が多くみられる。意見が多くみられる。これらは、自治体の予算規模や工事特性が反映されているものと考えられる。

•  インターネットの意見では、支援者の資格要件を挙げる意見が多くインターネットの意見では、支援者の資格要件を挙げる意見が多くインターネットの意見では、支援者の資格要件を挙げる意見が多くインターネットの意見では、支援者の資格要件を挙げる意見が多くなっている。これは、新たな市場と
も考えられる発注者支援業務に対し、その受注要件として関心を持っていることの現れと考えられる。

Ｑ１－１－２ 発注者支援を受けることの課題について

30.4
33.3

47.6

17.9

23.9

2.2 8.7
4.34.3

10.98.7
15.2

0.0
2.9

8.89.8
3.9

5.9

11.8

26.513.7

6.9

22.5

7.36.75.5 3.63.0

8.5
12.7

15.8

7.3 8.3

1.2

6.0
6.0

19.0

7.17.1

16.7

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

補
助
対
象
等
の

予
算
措
置
が
必
要

積
算
根
拠
の
確
立

が
必
要

支
援
者
に
求
め
る

資
格
要
件
検
討
が
必
要

入
札
方
式

・
選
定
基
準

の
確
立
が
必
要

大
手
企
業

へ
の
受
注

機
会
の
集
中

業
務
成
果
の
評
価
方
法

・
体
制
の
確
立
が
必
要

支
援
効
果
の
国
民

・

職
員

へ
の
説
明
が
必
要

発
注
者
の
技
術
力
低
下

や
人
員
削
減
の
恐
れ

工
事
特
性
等
か
ら

支
援
業
務
は
不
要

そ
の
他

割
合

（
％

）

都道府県・政令市 市・特別区 町・村 インターネット

自由意見数 ３９７件
　都道府県・政令市 ４６件
　市・特別区 １０２件
　町・村 １６５件
　インターネット ８４件
　（意見分類は重複あり）



- 5 -

Q1-1-3　品質保証制度を採用することの課題について
　品質保証制度を採用して発注者の業務を軽減する方式を実施する場合、以下に示すような課題が考えら
れますが、これらの課題の他に考えられるものがあれば記入して下さい。

① 保証を行える企業にはそれに見合った技術力と財政基盤が必要となる。
② 公共事業により建設される施設は供用期間も長く、品質不良となった場合の社会的損失は重大なもの
となることから、保証の範囲には限界がある。

③ 受注者に無限責任を問うこととするのは不適切であり、「保証の範囲」、「保証の限度額」等につい
ての基本的考え方を検討する必要がある。

④ 構造物特性に合った多様な品質保証制度が必要となる。

（①～④以外に考えられる課題）

図 1-1-3　自由意見割合

【課題意見】

•  品質保証を行える企業が、行えない企業よりも必ずしも優れているとは限らない。しかし、発注者は、品
質保証を行える企業に優先して発注せざるを得なくなり、技術力のある企業が淘汰される可能性があるた
め、財政基盤を支える仕組が必要と考える。（市・特別区）

•  受注者の技術だけでなく、特に財務の規模等の確認が必要である。（インターネット）
•  瑕疵の判定を客観的に区別する機関が必要である。（町・村）
•  受注者の責任かどうかの判定能力が発注者にあるかどうかが問題となる。（町・村）
•  工事難易度が高いほど、コンサルティングに要する費用が大きくなるとともに、不確定な要素が多いと思
われる。従来の諸経費率の見直し程度では、費用がまかないきれない。（インターネット）

【まとめ】

•  品質保証制度の採用に係わる課題として、各自治体、インターネットの意見ともに、入札方式各自治体、インターネットの意見ともに、入札方式各自治体、インターネットの意見ともに、入札方式各自治体、インターネットの意見ともに、入札方式・選定基・選定基・選定基・選定基
準の確立準の確立準の確立準の確立を課題とする意見が多くみられる。

•  町町町町・村においては、品質・村においては、品質・村においては、品質・村においては、品質・性能の評価・性能の評価・性能の評価・性能の評価方法が課題である方法が課題である方法が課題である方法が課題であるとの意見が多くみられる。町・村では、発注者
が品質・性能を評価できないため、第三者等による評価機関が必要といった指摘もみられる。

•  一方、インターネットの意見では、品質保証リスクを負担することになるため、工事価格の増加に対すインターネットの意見では、品質保証リスクを負担することになるため、工事価格の増加に対すインターネットの意見では、品質保証リスクを負担することになるため、工事価格の増加に対すインターネットの意見では、品質保証リスクを負担することになるため、工事価格の増加に対す
る発注者の理解る発注者の理解る発注者の理解る発注者の理解を課題とする意見が多くみられる。

Ｑ１－１－３ 品質保証制度を採用することの課題について
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都道府県・政令市 市・特別区 町・村 インターネット

自由意見数 ２０８件
　都道府県・政令市 ２２件
　市・特別区 ６６件
　町・村 ７６件
　インターネット ４４件
　（意見分類は重複あり）
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Q1-1-4　受注者の業務を増やすことの課題について
　受注者側に任せる業務を増やし発注者側の業務を減らす方式を実施する場合、以下に示すような課題が
考えられますが、これらの課題の他に考えられるものがあれば記入して下さい。

① 強い信頼関係にある受注者を選定するために技術交渉方式等を含めそれに適した入札契約制度の検
討が必要となる。

② 契約後、設計変更等で技術提案を受けた場合には、価格等のことを考慮して内容については第三者に
よるチェック等、何らかの対応をとる必要がある。

③ 発注者責任を果たす観点から、適用業務の範囲には自ずと限界がある。

（①～③以外に考えられる課題）

図 1-1-4　自由意見割合

【課題意見】

•  受注者の業務遂行能力を判定する認定（資格）制度が必要と考えられる。（都道府県・政令市）
•  受注者側の業務を増やすとともに責務を求めるとすれば、受注過多とならないよう入札に際し、受注契約
数をチェックする必要がある。（町・村）

•  信頼関係を重視すると、一般競争入札方式は馴染まなくなる。（インターネット）
•  受注者は高い技術力が必要となり、中小企業の技術者には負担が大きいため、受注機会が減少する。
 （町・村）
•  業務内容によっては、受注者の業務として扱えないものがあるため、具体的な業務内容を示す必要がある。
（インターネット）

【まとめ】

•  自治体及びインターネットの意見では、選定基準自治体及びインターネットの意見では、選定基準自治体及びインターネットの意見では、選定基準自治体及びインターネットの意見では、選定基準・透明性確保の確立を課題とする意見が・透明性確保の確立を課題とする意見が・透明性確保の確立を課題とする意見が・透明性確保の確立を課題とする意見が多くみられる。
•  市市市市・特別区や町・特別区や町・特別区や町・特別区や町・村では、地元の中小企業の受注機会が減り、大手企業に集中することへの懸念を課題・村では、地元の中小企業の受注機会が減り、大手企業に集中することへの懸念を課題・村では、地元の中小企業の受注機会が減り、大手企業に集中することへの懸念を課題・村では、地元の中小企業の受注機会が減り、大手企業に集中することへの懸念を課題
とするとするとするとする意見が多くみられる。

•  インターネットの意見では、発注者業務を受注者側に任せた場合の業務範囲や責任インターネットの意見では、発注者業務を受注者側に任せた場合の業務範囲や責任インターネットの意見では、発注者業務を受注者側に任せた場合の業務範囲や責任インターネットの意見では、発注者業務を受注者側に任せた場合の業務範囲や責任・権限の明確化を課・権限の明確化を課・権限の明確化を課・権限の明確化を課
題とする題とする題とする題とする意見が多くみられる。これは、受注者として、増加する業務の業務範囲や責任・権限がどのよ
うなものとなるかに関心があることを反映していると考えられる。

Ｑ１－１－４ 受注者の業務を増やすことの課題について
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％

）

都道府県・政令市 市・特別区 町・村 インターネット

自由意見数 ２５５件
　都道府県・政令市 ２７件
　市・特別区 ７０件
　町・村 １００件
　インターネット ５８件
　（意見分類は重複あり）
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Q1-2-1　発注者の体制評価のチェックシートについて
　工事実施にあたって一般的に発注者が行う業務を、現状における体制で十分に実施できるか否かを評価
するために、主要工種ごとにチェックシートにて確認する手法を提案しておりますが、該当するものにチ
ェックして下さい。また、これに関するご意見を記入して下さい。

　　□賛成　□反対　□わからない

（ご意見）

           図 1-2-1(1)　選択肢割合                  　　　　　図 1-2-1(2)　自由意見割合

【賛成意見】

•  現状では、発注者側が自己の工事実施体制を十分に把握しているとは限らないので、それを確認する手段
として必要である。（町・村）

•  発注者の能力を確認することで、補完方策が必要であるかの判断基準となる。（市・特別区）
•  発注者の能力が明確になることにより、自ら実施すべき業務範囲、責任上実施すべき業務範囲、委託で実
施すべき業務範囲が明らかとなる。（インターネット）

【課題意見】

•  チェックシートは、主要工種だけでなく、未経験の工種でも必要である。（都道府県・政令市）
•  個々のチェック項目において対応が可能となった場合でも、発注者のマンパワー、現在の業務量を勘案し
て、総合的観点から支援を受けるかどうかの項目が必要である。（都道府県・政令市）

•  地方の小規模自治体では、チェックシートに対応する能力も不足している。（町・村）
•  「能力を持っている人のイメージ」では、支援者を特定することが困難であるため、資格認定制度が必要
である。（インターネット）
【反対意見】
•  国、県、市町村の工事規模に関係なく、全て同条件での体制評価には反対である。小規模町村では、専門
職員を配置していない町村も相当数あり、現実には不可能である。（町・村）

【まとめ】

•  各自治体共に、発注者の体制評価をチェックシートによって確認することに「賛成」が意見「賛成」が意見「賛成」が意見「賛成」が意見 70%以上以上以上以上を
占めている。インターネット意見でも、約 80%が賛成との意見である。

•  都道府県では、多種都道府県では、多種都道府県では、多種都道府県では、多種・詳細なチェックシートが必要・詳細なチェックシートが必要・詳細なチェックシートが必要・詳細なチェックシートが必要との意見が多くみられる。
•  町町町町・村では、体制を評価するための評価能力に対する懸念を挙げている・村では、体制を評価するための評価能力に対する懸念を挙げている・村では、体制を評価するための評価能力に対する懸念を挙げている・村では、体制を評価するための評価能力に対する懸念を挙げている意見が多くみられる。
•  インターネットの意見では、体制評価の基準の明確化を指摘するインターネットの意見では、体制評価の基準の明確化を指摘するインターネットの意見では、体制評価の基準の明確化を指摘するインターネットの意見では、体制評価の基準の明確化を指摘する意見が多くみられる。

Ｑ１－２－１ 発注者体制評価について
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（
％

）

都道府県・政令市 市・特別区 町・村 インターネット

自由意見数 ５１６件
　都道府県・政令市 ５６件
　市・特別区 １３２件
　町・村 ２２８件
　インターネット １００件
　（意見分類は重複あり）

Ｑ１－２－１　体制評価におけるチェックシート
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賛成 反対 わからない

（有効回答 ８７件）

（有効回答 ３９０件）

（有効回答 １６３件）

（無回答は除く）

（有効回答 １，０４５件）
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Q1-2-2　チェックシート作成における今後の進め方について
　チェックシートは、発注者機関で整備することが基本となりますが、標準的なチェックシートを国土交
通省、農林水産省が整備することは必要と思われますか。該当するものにチェックして下さい。また、チ
ェックシートを作成する場合の課題について記入して下さい。

□必要　□必要としない　□わからない

（ご意見）

          図 1-2-2(1)　選択肢割合                   　　      図 1-2-2(2)　自由意見割合

【賛成意見】

•  国は、多種多様の情報の収集が可能であり、技術的にも高度な技術、習得及び関連する各種機関との連絡
調整も可能であり、是非とも指導を頂きたい。（都道府県・政令市）

•  適正化法は、国、地方公共団体の発注主体の如何を問わず、統一的、整合的な取組を前提としているので、
ある程度標準的なチェックシートの導入は必要と考える。（市・特別区）

•  事業内容から、国土交通省、農林水産省がそれぞれ標準的に定めることは必要である。（インターネット）
•  標準チェックシートを基にして、適宜、必要な事項がある場合は、各発注者で追加する。（町・村）

【課題意見】

•  全国レベルで整備されても、地方都市では使いにくいため、地方都市でも使えるように多様なものが必要
である。（市・特別区）

•  市区町村でしか発注しない工種(上水道等)についても標準化して欲しい。（町・村）

【まとめ】

•  全ての自治体を通じて、標準的なチェックシートについては国が整備することを期待する意見が約全ての自治体を通じて、標準的なチェックシートについては国が整備することを期待する意見が約全ての自治体を通じて、標準的なチェックシートについては国が整備することを期待する意見が約全ての自治体を通じて、標準的なチェックシートについては国が整備することを期待する意見が約 80%
となっている。

•  標準的なチェックシートを基に、各自治体が自治体版を作成するとの意見も見られるが、一方で、国が国が国が国が
自治体版を作成することを期待する意見も多く自治体版を作成することを期待する意見も多く自治体版を作成することを期待する意見も多く自治体版を作成することを期待する意見も多くなっている。

Ｑ１－２－２ チェックシートの今後の進め方について

57.5

15.0

2.5

22.5

10.7

30.1

7.8

16.5

38.6

4.4 6.3

26.6

4.8 4.8

59.7

12.5

38.8

19.0

3.2

35.5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

国
が
標
準
版
を
作
成

す
る
こ
と
が
必
要

標
準
版
を
元
に
各
発
注
者

が
自
治
体
版
を
作
成

国
が
自
治
体
版
も
作
成

す
る
こ
と
が
必
要

的
確
な
体
制
評
価
に
は

活
用

マ
ニ
ュ
ア
ル
が
必
要

そ
の
他

割
合

（
％

）

都道府県・政令市 市・特別区 町・村 インターネット

自由意見数 ３６３件
　都道府県・政令市 ４０件
　市・特別区 １０３件
　町・村 １５８件
　インターネット ６２件
　（意見分類は重複あり）

Ｑ１－２－２ チェックシート作成の進め方
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必要 必要としない わからない

（有効回答 ８７件）

（有効回答 ３９５件）

（有効回答 １６６件）

（無回答は除く）

（有効回答 １，０５４件）
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2）発注者支援制度等について

Q2-1　発注者と支援者の責任分担について
　支援内容によっては、支援者に「損害賠償」を問うことも考えられます。支援制度の定着を図る上での
保険制度を整備することの必要性について、該当するものにチェックして下さい。また、これに関するご
意見を記入して下さい。

□必要である　□必要ではない　□わからない

（ご意見）

           図 2-1(1)　選択肢割合                         　　図 2-1(2)　自由意見割合

【賛成意見】

•  財産的基礎が十分でない支援者の誤り等も考えられるため、支援者が萎縮することなく業務遂行するため
の条件整備として、保険制度は必要である。（都道府県・政令市）

•  支援者に権限を与えれば当然責任が伴うため、保険制度を整備しないと、支援者の協力が得られない。
 （町・村）
•  どのような業務でもヒューマンエラーはあるため、リスク軽減を考慮しなければ、支援制度の定着は難し
い。（インターネット）

•  損害を受けた発注者が金銭的負担を生じないように、支援者の経営状況に応じ、一定の損害賠償負担を義
務付けるべきである。（町・村）

【課題意見】

•  リスクが存在することは当たり前のため、契約にリスク分担を前もって定め、互いにその契約を遵守する
必要がある。（インターネット）

•  どのようなプロジェクトでもリスクが存在するため、保険制度における契約事項を何処まで細かくするか、
保障内容、範囲及びこれに対する契約金の設定も十分な検討が必要である。（インターネット）

【まとめ】

•  支援制度の定着に向けて保険制度の整備が必要とする意見は、回答者全体を通じて約 80%を占めている。
•  発注者である自治体においては、支援者のリスク軽減に次いで、発注者のリスク軽減のために保険制度支援者のリスク軽減に次いで、発注者のリスク軽減のために保険制度支援者のリスク軽減に次いで、発注者のリスク軽減のために保険制度支援者のリスク軽減に次いで、発注者のリスク軽減のために保険制度
が必要が必要が必要が必要との意見が多くみられる。

•  一方、インターネットの意見では、適正な保証範囲の設定に課題がある一方、インターネットの意見では、適正な保証範囲の設定に課題がある一方、インターネットの意見では、適正な保証範囲の設定に課題がある一方、インターネットの意見では、適正な保証範囲の設定に課題があるという意見が多くみられる。

Ｑ２－１発注者と支援者の責任分担について
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（
％

）

都道府県・政令市 市・特別区 町・村 インターネット

自由意見数 ４２０件
　都道府県・政令市 ４９件
　市・特別区 １１８件
　町・村 １６６件
　インターネット ８７件
　（意見分類は重複あり）

Ｑ２－１ 保険制度整備の必要性
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（有効回答 ８５件）

（有効回答 ３９３件）

（有効回答 １，０５１件）

（無回答は除く）

（有効回答 １６７件）
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Ｑ2-2　支援の必要性が高い発注者業務について、ご質問します。
　工事発注段階以降の発注者業務として、以下のような業務が考えられます。（P.2～3のチェックシート
例の業務プロセス参照）この中で、支援の必要性が高いと考えられる業務について、該当するものにチェ
ックして下さい。

□工事内容評価等　　　□入札契約方式と企業選定　　□技術審査等
□工事監督等　　　　　□検査・支払い　　　　　　　□工事実績評価

図 2-2　選択肢割合

【まとめ】

•  各自治体及びインターネットの意見ともに、各自治体及びインターネットの意見ともに、各自治体及びインターネットの意見ともに、各自治体及びインターネットの意見ともに、「工事内容評価等」「工事内容評価等」「工事内容評価等」「工事内容評価等」「技術審査等」「技術審査等」「技術審査等」「技術審査等」「工事監督等」に支援「工事監督等」に支援「工事監督等」に支援「工事監督等」に支援
が必要が必要が必要が必要との意見が多くみられる。町町町町・村における工事では、・村における工事では、・村における工事では、・村における工事では、「技術審査等」が必要となる工「技術審査等」が必要となる工「技術審査等」が必要となる工「技術審査等」が必要となる工事の発生頻事の発生頻事の発生頻事の発生頻
度は少ないと考えられるが、必要が生じた場合には支援を受ける必要性を指摘する意見であると考えら度は少ないと考えられるが、必要が生じた場合には支援を受ける必要性を指摘する意見であると考えら度は少ないと考えられるが、必要が生じた場合には支援を受ける必要性を指摘する意見であると考えら度は少ないと考えられるが、必要が生じた場合には支援を受ける必要性を指摘する意見であると考えら
れる。れる。れる。れる。

Ｑ２－２　支援の必要性が高い発注者業務（選択割合）
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（
％

）

都道府県・政令市 市・特別区 町・村 インターネット

有効回答
　　都道府県・政令市 ８３件
　　市・特別区　３８４件
　　町・村　１，０４１件
　　インターネット　１６２件
　（無回答は除く）
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Q2-3　支援者の能力要件の確認方法について
　支援者の能力要件の確認方法として、支援者自身による自己申告制／発注者による審査／資格試験等を
含め第三者機関による審査が適当であると考えられる支援者タイプをチェックして下さい（複数回答可）。
また、支援者タイプの番号とともに、選択した理由をご記入下さい。

□①事業執行支援者　　　□②工事コスト見積者　　□③技術審査者
□④工事監督者　　　　　□⑤工事監督補助者　　　□⑥工事成績評価者

（理由・ご意見）

※ アンケートでは、「自己申告制」「発注者審査」「第三者審査」毎の設問となっている。

Ｑ２－３ 支援者の能力要件の確認方法

図 2-3　選択肢割合

【まとめ】

•  各支援者の能力要件の確認方法に関する意見は、各自治体およびインターネットを通じて、基本的には
発注者責任研究懇談会の第二次とりまとめにおける提言と基本的に同一の方向性を示すものとなってい
る。

支援者タイプ
事業執行
支援者

工事コスト
見積者

技術審査者 工事監督者
工事監督
補助者

工事成績
評価者

能力要件の
確認方法

発注者審査 第三者審査 第三者審査
第三者審査
／自己申告

自己申告 第三者審査

【 事業執行支援者 】

18.1%18.1%18.1%18.1%27.8%27.8%27.8%27.8%

26.1%26.1%26.1%26.1%29.4%29.4%29.4%29.4%

28.2%28.2%28.2%28.2%26.1%26.1%26.1%26.1%

23.3%23.3%23.3%23.3%25.6%25.6%25.6%25.6%

54.2%54.2%54.2%54.2%

44.6%44.6%44.6%44.6%

45.8%45.8%45.8%45.8%

51.1%51.1%51.1%51.1%

都道府県・政令市都道府県・政令市都道府県・政令市都道府県・政令市

市・特別区市・特別区市・特別区市・特別区

町・村町・村町・村町・村

インターネットインターネットインターネットインターネット

【 工事コスト見積者 】

19.7%19.7%19.7%19.7%
36.8%36.8%36.8%36.8%

24.9%24.9%24.9%24.9%

42.6%42.6%42.6%42.6%

28.2%28.2%28.2%28.2%

38.3%38.3%38.3%38.3%
37.4%37.4%37.4%37.4%

34.8%34.8%34.8%34.8%

43.4%43.4%43.4%43.4%

32.5%32.5%32.5%32.5%

33.5%33.5%33.5%33.5%

27.8%27.8%27.8%27.8%

都道府県・政令市都道府県・政令市都道府県・政令市都道府県・政令市

市・特別区市・特別区市・特別区市・特別区

町・村町・村町・村町・村

インターネットインターネットインターネットインターネット

【 技術審査者 】

27.7%27.7%27.7%27.7%36.2%36.2%36.2%36.2%

29.5%29.5%29.5%29.5%

44.6%44.6%44.6%44.6%

31.0%31.0%31.0%31.0%

42.0%42.0%42.0%42.0%

26.3%26.3%26.3%26.3%

37.3%37.3%37.3%37.3%

36.2%36.2%36.2%36.2%

25.9%25.9%25.9%25.9%

27.0%27.0%27.0%27.0% 36.4%36.4%36.4%36.4%

都道府県・政令市都道府県・政令市都道府県・政令市都道府県・政令市

市・特別区市・特別区市・特別区市・特別区

町・村町・村町・村町・村

インターネットインターネットインターネットインターネット

【 工事監督者 】

32.4%32.4%32.4%32.4%33.3%33.3%33.3%33.3%
34.8%34.8%34.8%34.8%32.3%32.3%32.3%32.3%

33.4%33.4%33.4%33.4%33.4%33.4%33.4%33.4%

47.6%47.6%47.6%47.6%

38.4%38.4%38.4%38.4%

34.3%34.3%34.3%34.3%

33.0%33.0%33.0%33.0%

33.2%33.2%33.2%33.2%

14.1%14.1%14.1%14.1%

都道府県・政令市都道府県・政令市都道府県・政令市都道府県・政令市

市・特別区市・特別区市・特別区市・特別区

町・村町・村町・村町・村

インターネットインターネットインターネットインターネット

【 工事監督補助者 】

52.9%52.9%52.9%52.9%

20.0%20.0%20.0%20.0%

47.6%47.6%47.6%47.6%

20.8%20.8%20.8%20.8%

43.2%43.2%43.2%43.2%

25.4%25.4%25.4%25.4%

56.5%56.5%56.5%56.5%

26.6%26.6%26.6%26.6%

27.1%27.1%27.1%27.1%

31.6%31.6%31.6%31.6%

31.4%31.4%31.4%31.4%
16.9%16.9%16.9%16.9%

都道府県・政令市都道府県・政令市都道府県・政令市都道府県・政令市

市・特別区市・特別区市・特別区市・特別区

町・村町・村町・村町・村

インターネットインターネットインターネットインターネット

【 工事成績評価者 】

12.9%12.9%12.9%12.9%

55.3%55.3%55.3%55.3%

18.4%18.4%18.4%18.4%

55.2%55.2%55.2%55.2%

24.1%24.1%24.1%24.1%

49.0%49.0%49.0%49.0%

19.7%19.7%19.7%19.7%

46.9%46.9%46.9%46.9%
31.8%31.8%31.8%31.8%

26.3%26.3%26.3%26.3%

26.9%26.9%26.9%26.9%

33.3%33.3%33.3%33.3%

都道府県・政令市都道府県・政令市都道府県・政令市都道府県・政令市

市・特別区市・特別区市・特別区市・特別区

町・村町・村町・村町・村

インターネットインターネットインターネットインターネット

自己申告 発注者審査 第三者審査
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【自己申告制】

•  工事監督補助者は、他に比べ作業量もやや少なく、責任者として「工事監督者」がいるため特別な審査は
しなくてもよいのではと考えたため。（町・村）

•  能力要件はあくまで客観的な評価でなければ意味がないと思います。（自己申告制では自らを高く評価す
る）（町・村）

【発注者審査】

•  技術面に加え、自治体の持つ制度、規則などが異なる場合があり、発注者が直接審査する方が無難である。
（都道府県・政令市）

•  発注者能力の不足に起因して支援を求めるのだから、審査能力があるとは考えられない。（市・特別区）
•  業務経歴等を発注者が査定することになるが、相当量の情報と時間を要し、現実的ではない。（町・村）

【第三者審査】

•  工事コスト見積者は、会計士のような資格を設けることで、同一基準で審査を行い易くなる。
 （都道府県・政令市）
•  技術審査者では、高度な知識が必要と考えられ、それ相応の技術試験を行い（各部門毎）、合格者に資格
を発行する必要があると考える。（都道府県・政令市）

•  第三者機関審査だけでは判断できないので、他の方法と併せて能力要件の確認を行ったほうが良いのでは
ないか。（市・特別区）
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Q2-4-1　制度確立に向けた環境整備について
　発注者支援制度確立に向けて支援者登録等の「支援者の要件審査に係わる事項」、契約書等の「支援者
との契約に係わる事項」、成績評価を含めた「支援者の選定に係わる事項」を整備する必要がありますが、
当面支援を採用する際に、優先的に整備が進められていることが望ましいものは何ですか。該当するもの
にチェックして下さい。また、他にどのようなものがあると思われますか、ご意見を記入して下さい。

□発注者支援を行おうとする機関、所属する支援者、支援分野等の登録
□標準的な契約書の策定
□支援者の選定方法の策定
□対価の積算方法の策定
□その他

（ご意見）

図 2-4-1(1)　選択肢割合                            図 2-4-1(2)　自由意見割合

【代表意見】

•  支援者として、建設技術センター等と随意契約できるような仕組を作って欲しい。（町・村）
•  地方の中小自治体においては、各県で実績のある建設技術センターの活用が望ましい。（町・村）
•  地方においては支援機関が少ないため、建設技術センターの活用を考えたい。（町・村）
•  土地改良事業団体連合会が支援者としての役割を果たしており、支援を円滑かつ適切に行うための公平な
契約方法及び契約書等の整備が必要と考える。（インターネット）

【まとめ】

•  各自治体共に、支援者に関する情報の整備を求める意見が約各自治体共に、支援者に関する情報の整備を求める意見が約各自治体共に、支援者に関する情報の整備を求める意見が約各自治体共に、支援者に関する情報の整備を求める意見が約 75%をををを占めている。
•  アンケートで示した選択肢以外の環境整備としては、町町町町・村において、建設技術センター及び土地改良・村において、建設技術センター及び土地改良・村において、建設技術センター及び土地改良・村において、建設技術センター及び土地改良
事業団体連合会等の公的機関を活用できる仕組の必要性が指摘されている事業団体連合会等の公的機関を活用できる仕組の必要性が指摘されている事業団体連合会等の公的機関を活用できる仕組の必要性が指摘されている事業団体連合会等の公的機関を活用できる仕組の必要性が指摘されている。

Ｑ２－４－１ 制度確立に向けた環境整備について
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（
％

）

都道府県・政令市 市・特別区 町・村 インターネット

自由意見数 １１２件
　都道府県・政令市 ７件
　市・特別区 ２９件
　町・村 ４７件
　インターネット ２９件
　（意見分類は重複あり）

Ｑ２－４－１　制度確立に向けた環境整備（選択割合）
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（
％

）

都道府県・政令市 市・特別区 町・村 インターネット

有効回答
　都道府県・政令市 ８２件
　市・特別区 ３８０件
　町・村 １，００８件
　一般市民 １６６件
　（無回答は除く）
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Q2-4-2　発注者支援制度の促進方策について
　今後、発注者支援制度の採用を促す方策として考えられるものがあれば記入して下さい

（ご意見）

図 2-4-2　自由意見割合

【代表意見】

•  市町村の支援のための建設技術センターを大いに活用することが望まれる。（町・村）
•  支援者制度に要する経費の補助化等の財政的配慮が必要である。（町・村）
•  補助事業における支援制度採用要件の整備が必要である。（都道府県・政令市）
•  支援者の能力を明確にし、発注者機関の人件費の軽減等の費用対効果を提示する。（都道府県・政令市）
•  発注者支援制度は、新しい概念でわかりにくい面もある。本制度が必要と思われる市町村への十分な説明
が必要と思われる。（都道府県・政令市）

•  発注者支援制度の必要性について、発注者・支援者以外の者に十分理解して貰う広報活動をする。
 （インターネット）
•  モデルケ－スとして、事業を選定し試験的に運用することで、問題点や効果など総合的に判断する。
 （インターネット）
•  当面、対象事業を選定し試行運用することで、様々な観点から従来方式と比較考察して、その効果を開示
する。比較考察する方法は委員会（官学民）方式が考えられる。（インターネット）

•  当面は、公的で既存の技術指導機関（県土地改良事業団体連合会等）の活用が考えられる。（都道府県・
政令市）

【まとめ】

•  発注者支援を促進する方策としては、全ての自治体を通じて、支援業務費用の補助対象化を望む意見が発注者支援を促進する方策としては、全ての自治体を通じて、支援業務費用の補助対象化を望む意見が発注者支援を促進する方策としては、全ての自治体を通じて、支援業務費用の補助対象化を望む意見が発注者支援を促進する方策としては、全ての自治体を通じて、支援業務費用の補助対象化を望む意見が
みられる。みられる。みられる。みられる。

•  また、支援業務の効果について国民また、支援業務の効果について国民また、支援業務の効果について国民また、支援業務の効果について国民・職員に対して説明・職員に対して説明・職員に対して説明・職員に対して説明することの必要性を指摘する意見も多くみられ
る。

•  インターネットの意見では、モデル事業の試行の必要性インターネットの意見では、モデル事業の試行の必要性インターネットの意見では、モデル事業の試行の必要性インターネットの意見では、モデル事業の試行の必要性が数多く指摘されている。

Ｑ２－４－２ 発注者支援制度の促進方策について
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％

）

都道府県・政令市 市・特別区 町・村 インターネット

自由意見数 ４１５件
　都道府県・政令市 ４３件
　市・特別区 １１２件
　町・村 １６９件
　インターネット ９１件
　（意見分類は重複あり）
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Q2-5-1　品質保証制度の導入について
　土木構造物において品質保証制度を導入することに対して該当するものにチェックして下さい。また、
これに関するご意見を記入してください。

□賛成　□反対　□わからない

（ご意見）

              図 2-5-1(1)　選択肢割合                         　図 2-5-1(2)　自由意見割合

【賛成意見】

•  良質なインフラ整備を図るため、また不良不適格業者等を排除するためにも、品質保証制度の導入が必要
である。（町・村）

•  土木構造物は、個々の現場条件によって異なっているものの、品質保証制度を導入することにより、施工
管理業務の軽減が図れる。（町・村）

【課題意見】

•  保証対象と保証期間の標準化が必要であるが、超長期的保証期間を必要とするダム等の大型構造物は、保
証限界を超えると考えられるため、保証対象の選別が必要である。（都道府県・政令市）

•  土木工事は、工種、現場条件等が多種多様であるため、画一的にはできない部分がある。最も困難が予想
されるのは、現場条件にどのように適応できるかということである。（町・村）

•  品質保証判断は第三者機関がやるべきである。（インターネット）
•  品質保証に対し、発注者責任と支援者・受注者責任を明確にする必要がある。（インターネット）

【反対意見】

•  公共事業の場合、構造物の形態は様々であり、また、品質不良となった場合の社会的損失及び社会的影響
が重大であるため、受注者の保証のみで引渡し後の品質を担保することは難しい。（都道府県・政令市）

【まとめ】

•  品質保証制度の導入については、Ｑ２－１で示している保険制度導入よりは少ないものの、各自治体の各自治体の各自治体の各自治体の
意見ともに意見ともに意見ともに意見ともに「賛成」との意見が多い「賛成」との意見が多い「賛成」との意見が多い「賛成」との意見が多い。

•  制度の導入にあたっては、工事特性に応じた保証範囲を設定しなけれなばならない制度の導入にあたっては、工事特性に応じた保証範囲を設定しなけれなばならない制度の導入にあたっては、工事特性に応じた保証範囲を設定しなけれなばならない制度の導入にあたっては、工事特性に応じた保証範囲を設定しなけれなばならないとする意見が多くみ
られる。

•  インターネットの意見では、施設に問題が生じた場合の責任所在を判断することが困難インターネットの意見では、施設に問題が生じた場合の責任所在を判断することが困難インターネットの意見では、施設に問題が生じた場合の責任所在を判断することが困難インターネットの意見では、施設に問題が生じた場合の責任所在を判断することが困難との指摘があり、
多様な要因から責任の所在を明らかにするための第三者機関等による評価体制の整備を指摘する意見も
みられた。

Ｑ２－５－１ 品質保証制度の導入について
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（
％

）

都道府県・政令市 市・特別区 町・村 インターネット

自由意見数 ４５２件
　都道府県・政令市 ５７件
　市・特別区 １２２件
　町・村 １９１件
　インターネット ８２件
　（意見分類は重複あり）

Ｑ２－５－１　土木構造物における「品質保証制度」の導入
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（有効回答 ８６件）

（有効回答 ３８７件）

（有効回答 １６５件）

（無回答は除く）

（有効回答 １，０４１
件）
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Q2-5-2　品質保証制度を導入したら良いと思われる工事
　Ｑ2-5-1 で「賛成」と答えられた方について、品質保証制度を取り入れたら良いと思われる工事にチェ
ックしてください。また、工事を選定された理由をご記入下さい。

     図 2-5-2(1)　選択肢割合（30%以上のもの）   　　         　図 2-5-2(2)　自由意見割合

【代表意見】

•  欠陥等が発見された場合、不特定多数の人の人命、財産に影響を及ぼす恐れのある構造物を選定した。
（都道府県・政令市）

•  構造物建設に多大な投資と時間がかかるとともに、維持修繕にも多大は経費がかかる工事を選定した。ま
た、それらが被災した場合、人命等にも多大な被害が及ぶものと思われる。（町・村）

•  欠陥があった場合、修繕に時間と費用が膨大にかかる重要構造物であり、地域住民に与える影響の大きい
工事を選定した。（市・特別区）

•  人間の生活環境に密接に関連した施設として重要な施設（被害を及ぼしている施設を考慮）を選定した。
（インターネット）

•  重要構造物、根本的に手直しが不可能な工事を選定した。（インターネット）

【まとめ】

•  各自治体及びインターネットの意見ともに、重要度の高い構造物あるいは損害の影響度が大きい構造物各自治体及びインターネットの意見ともに、重要度の高い構造物あるいは損害の影響度が大きい構造物各自治体及びインターネットの意見ともに、重要度の高い構造物あるいは損害の影響度が大きい構造物各自治体及びインターネットの意見ともに、重要度の高い構造物あるいは損害の影響度が大きい構造物
に対して導入すべきとの意見が多くみられる。

•  構造物の種別としては、橋梁関係、トンネル（NATM）、処理場・ポンプ場等に対して導入するのが良
いとする意見が多くなっている。

Ｑ２－５－２ 品質保証制度を取り入れたら良いと思われる工事
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％

）

都道府県・政令市 市・特別区 町・村 インターネット

自由意見数 ７０６件
　都道府県・政令市 ６２件
　市・特別区 １９０件
　町・村 ３８１件
　インターネット ７３件
　（意見分類は重複あり）

Ｑ２－５－２ 品質保証制度を導入すべき工事（割合）
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3）的確な企業選定について

Q3　的確な企業選定について
　的確な企業選定を行うために、これまで以上にきめ細かな各企業が持つ技術力審査等を行うことを提案
しております。そのためには、工事成績評定の適切な実施、種々データのデータベースへの登録といった
ことが一方では必要となります。今回提案している企業選定方式について、該当するものにチェックして
下さい。また、これらについてのご意見を記入して下さい。

□賛成　□反対　□わからない

（ご意見）

             図 3(1)　選択肢割合     　                      　図 3(2)　自由意見割合

【賛成意見】

•  発注方法によって業者の選定方法は変わるが、いずれにしても第三者的、客観的な視点での企業評価は、
公平性・透明性をより高めることが可能である。（市・特別区）

•  提案の選定方法によって、優良な建設業者の意欲を削ぐ不良不適格業者の排除が可能であり、建設業の健
全な発達をもたらす。また、業者の技術特性を十分引き出せると思う。（都道府県・政令市）

【課題意見】

•  企業選定基準の明確化と、選定経緯と結果の公表が必要である。なお、結果の公表については、企業が要
求する内容は詳細に公表することが必要である。（インターネット）

•  企業選定は、出来るだけ第三者機関によって行う評価方式の策定が必要である(評価の偏りの排除)。発注
条件(変更の経緯、内容)、工期設定の条件等施工状況の評価項目が必要である。（インターネット）
【反対意見】
•  データ－ベースを基に業者選定することについては、県工事、直轄工事では必要と思われるが、市町村工
事では、その必要性は特に感じられない。（町・村）

【まとめ】

•  技術力審査等を伴う企業選定については、「賛成」との意見が大半「賛成」との意見が大半「賛成」との意見が大半「賛成」との意見が大半を占めている。
•  ただし、町村における賛成意見は、都道府県・政令市、市・特別区と比べて、60%台と低くなっている。
•  受注者の意見が多く反映されているインターネットでは、企業の評価項目を含め、選定基準の検討を指企業の評価項目を含め、選定基準の検討を指企業の評価項目を含め、選定基準の検討を指企業の評価項目を含め、選定基準の検討を指
摘する摘する摘する摘する意見が多くみられる。

Ｑ３ 的確な企業の選定方式について
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％

）

都道府県・政令市 市・特別区 町・村 インターネット

自由意見数 ４４０件
　都道府県・政令市 ４９件
　市・特別区 １３７件
　町・村 １７４件
　インターネット ８０件
　（意見分類は重複あり）

Ｑ３　的確な企業選定
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（有効回答 ８４件）

（有効回答 ３８１件）

（無回答は除く）

（有効回答 １，００４件）

（有効回答 １４７件）
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